
告 示

�愛媛県告示第５２８号
愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を

阻害するおそれのある図書類等として指定する。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

図書類等

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 不健全な図書類等の指定……………………………………………２７７

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の

許可申請の概要………………………………………………………２７８

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第８条による特定施設の構造等

の変更の許可申請の概要……………………………………………２７９

○ 救急診療所の協力申出………………………………………………２７９

○ 指定居宅支援事業者の指定（２件）………………………………２７９

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等……………………………２８０

○ 町営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧………………………２８０

○ 解除予定保安林………………………………………………………２８０

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）……………………………２８１

○ 包括外部監査契約の締結……………………………………………２８１

公 告

○ 平成１８年度において県が発注する建設工事に係る競争入札又

は随意契約の見積もりに加わろうとする者に必要な資格並び

にその審査の申請の時期及び方法等………………………………２８２

教育委員会告示

○ 学校教育法第４５条の２の規定による技能教育のための施設の

指定……………………………………………………………………２８７

人事委員会公告

○ 平成１８年度愛媛県警察官（男性）（大学卒及び大学卒特別募

集）採用候補者試験公告……………………………………………２８７

○ 平成１８年度愛媛県警察官（女性）（大学卒及び大学卒特別募

集）採用候補者試験公告……………………………………………２９０

種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 諮 問 の 理 由

雑誌 １７‐１０１ 隣人の妻 ５ 月 号 � 司 書 房 著しく性的感情を刺激し、青少

年の健全な育成を阻害するおそ

れがある。
〃 １７‐１０２ ラビッ！ ４月号増刊 � 日 正 堂

〃 １７‐１０３ ドッピュン� Ｖｏｌ．６ マ イ ウ ェ イ 出 版 �

〃 １７‐１０４ 萌えロリ Ｖｏｌｕｍｅ．０４ ５月号増刊 マ イ ウ ェ イ 出 版 �

〃 １７‐１０５ Ｓｈｕｆｆｌｅ！ ４ 月 号 � マ ッ ク ス

〃 １７‐１０６ ドアップ Ｖｏｌ．０２８ ５ 月 号 � マ ッ ク ス

〃 １７‐１０７ 美・姫 Ｖｏｌｕｍｅ．０１ ４月号増刊 � マ ッ ク ス

〃 １７‐１０８ やさしくしてね！！ Ｖｏｌ．２８ ４ 月 号 � マ ッ ク ス

〃 １７‐１０９ 投稿キング ４ 月 号 ワ イ レ ア 出 版 �

〃 １７‐１１０ 熟女ものがたり Ｖｏｌ．３２ ５ 月 号 � 茜 新 社

〃 １７‐１１１ ＣＯＭＩＣ メガプラス Ｖｏｌ．３０ ４月号増刊 � コ ア マ ガ ジ ン

〃 １７‐１１２ メンズアクション ４ 月 号 � 双 葉 社

ビデオ
テープ １７‐１１３ 拘束交尾 ～墜ちた女～ ＫＫ－０２ 禁 断 倶 楽 部

毎週（火・金）曜日発行 第１７４８号 平成１８年４月４日

平成１８年４月４日火曜日 第１７４８号

愛 媛 県 報

２７７
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�愛媛県告示第５２９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

代表取締役社長 渡邊光廣

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

３ 特定施設に関する事項

銅めっき装置（１６号～２５号）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水処理施設�

〃 １７‐１１４ 女子高生にズキューン２ ＺＵＱ－０２ Ｅ Ｉ Ｇ Ｈ Ｔ Ｅ Ｅ Ｎ
Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ

〃 １７‐１１５ 女子大生自宅コールガール ＪＣ－０１ ロードアウトムービー

〃 １７‐１１６ 即ズボ☆日記１ 沢木りな ＳＺＮ－０１ 速 攻 フ ァ ッ ク 隊

〃 １７‐１１７ ダイナマイト Ｖｏｌ．２ ＤＭ－０２ 覇 王

〃 １７‐１１８ 豊乳悶絶妻 ＯＮＮ－２ Ｂ Ａ Ｋ Ｕ Ｔ Ｏ

ＤＶＤ １７‐１１９ アリスＪＡＰＡＮ２００６ ＤＶ－５６７ ジャパンホームビデオ�

〃 １７‐１２０ Ｓｗｅｅｔｓ�若瀬七海 ＭＤＳ－３０５ �メディアステーション

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号）別表第１第６６号 電気めっ
き施設（１０基）

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１，６１０キログラム処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

項 目 イオン交換系 還 元 系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～３．０

最大 ２．０～３．０

通常 ３．０～５．０

最大 ３．０～５．０

値 化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．５

最大 １２．０

通常 ４．４

最大 ８．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０５

最大 １．４

通常 １．１

最大 １．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，１５０

最大 ４，１５０

通常 ３４０

最大 ４４０

備考 発生する汚水は、汚水処理施設�において処理する。

工 事 の 着 手 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 年 月 日 着手後約２ヶ月

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 還元法、中和法及びイオン交換法

処 理 施 設 の 構 造 鋼材及び塩化ビニール等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦７３．７メートル 横２５メートル
高さ１０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５，５７６立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 還元法、中和法及びイオン交換法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

愛 媛 県 報平成１８年４月４日 第１７４８号

２７８
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第５３０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の

日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

代表取締役社長 渡邊光廣

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第６５号及び第６６号

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量の変更

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

１号排出口

�������
�愛媛県告示第５３１号
次の診療所は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省

令第８号）第１条第１項の規定による救急診療所である。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３２号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目
処 理 前 処 理 後

イ オ ン
交 換 系 還元中和系 イ オ ン

交 換 系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
４．０～１２．０
最大

３．０～１３．０

通常
４．０～１２．０
最大

３．０～１３．０

通常
６．０～８．０
最大

５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５．７
最大
１０．１

通常
４．６
最大
８．２

通常
４．８
最大
７．４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５
最大
１０

通常
５
最大
１０

通常
５
最大
１０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．４
最大
１．７

通常
１．２
最大
１．６

通常
３．５
最大
５．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１
最大
１

通常
１．６
最大
２．５

通常
０．５
最大
０．８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
４，８３９
最大
５，０１５

通常
３４３
最大
４４５

通常
６８９
最大
８６５

備考 処理水の一部は、再利用する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．５

最大 ８．４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ７．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４５

最大 ０．８１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，０９０

最大 ２，３９７

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．３

最大 ８．０

通常 ４．５

最大 ８．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．８

最大 ８．１

通常 ５．０

最大 ７．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４２

最大 ０．７６

通常 ０．４５

最大 ０．８１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，３９４

最大 １，５２３

通常 ２，０９０

最大 ２，３９７

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

田坂外科医院 新居浜市北内町一丁目
２番７号 田坂 理

平成２１年
３月２９日
まで

愛 媛 県 報平成１８年４月４日 第１７４８号

２７９
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�愛媛県告示第５３５号
上島町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・船越地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい

排水）・船越地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１８年４月５日から５月２日まで

３ 縦覧場所

上島町役場岩城総合支所

�������
�愛媛県告示第５３６号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年４月４日

�愛媛県告示第５３３号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産業経済部商工労政課並びに大洲市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

レデイ薬局＆ハードオ
フ・オフハウス大洲店 大洲市若宮５６５ 大規模小売店舗において小

売業を行う者

株式会社 レデイ
薬局
株式会社 今治デ
パート

株式会社 レデイ
薬局
株式会社 ありが
とうサービス

平成１８年
１月１日

平成１８年
３月２２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産

業経済部商工労政課並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１９６１１６
特定非営利活動法人
コミュニケーション
ハンディキャップ研
究会

新居浜市庄内町一丁
目９番２７号 明 智 美 香 児童居宅介護 ヘルパーステーショ

ンうぉーむ・はーと
今治市北高下町一丁
目５－２０

平成１８年
３月３１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２３９１１５
特定非営利活動法人
コミュニケーション
ハンディキャップ研
究会

新居浜市庄内町一丁
目９番２７号 明 智 美 香 知的障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ンうぉーむ・はーと

今治市北高下町一丁
目５－２０

平成１８年
３月３１日
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町直瀬乙１４５０の２、乙１６１７の３から

乙１６１７の５まで、乙１６１７の８、乙１６２８の３、乙１６３１の４

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

指定理由の消滅

２� 解除予定保安林の所在場所

西条市福武字八堂乙２７の２２、乙２７の２３（以上２筆国有

林）、乙２７の１７、乙２７の２１、乙２７の２４、乙２７の２６

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

指定理由の消滅

３� 解除予定保安林の所在場所

四国中央市土居町上野丙３０２の２、丙３０３の５

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

４� 解除予定保安林の所在場所

西条市福武字八堂乙２７の２２、乙２７の２３（以上２筆国有

林）、乙２７の１７、乙２７の２１、乙２７の２４、乙２７の２６、新居

浜市萩生字小河山２９５９の４７、２９５９の５１、２９５９の５２、２９６１

の５４、２９６１の５５

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第５３９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の

規定に基づき、次のとおり包括外部監査契約を締結した。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

佐伯 直輝

西条市丹原町池田１６５２番地４

２ 包括外部監査契約の期間の始期

平成１８年４月１日

３ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要す

�愛媛県告示第５３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７四土（開）第２５号

平成１８年３月１５日

四国中央市川之江町字平五郎縄８５番３、２０４番１、２０４番２、２０４番
４、２０４番６、２０５番１、２０５番３、２０５番４、２０７番、２０７番２、２０８
番２、２０９番２、２１０番４、２１２番、２１２番２、２１３番１、２１３番２、２１
４番１、２１４番２、２１４番４、２１５番１、２０６番、２０６番２、２０８番１、
２０９番３及び２１０番１、同町字開田２２２番１、２２３番１、２２３番３、２２５
番、２２５番２、２２４番１、２２６番１、２２６番２、２２７番及び２２８番並びに
同町字泉田２３３番１、２３９番１、２４１番１、２４１番２及び２４１番３

四国中央市妻鳥町２４９番地２
シンワ株式会社
代表取締役 井 上 博 明

１７松局建（開）第８６号

平成１８年３月２２日
東温市西岡字本村甲２６４番１

松山市南久米町１９番地１９
新日本紙工有限会社
代表取締役 岩 井 枝萬雄

１７松局建（開）第８７号

平成１８年３月２２日
東温市志津川字八反地甲１７１８番３

東温市野田二丁目３番地１
石 川 諭
石 川 亜 紀

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第８８号

平成１８年３月２３日
伊予郡松前町大字中川原字新開１７２番１及び１７２番１０

松山市古川北二丁目９番３８号
三 好 通 泰

１７八局西土第２０５５号

平成１８年３月２３日
西予市宇和町明石２５８０番１及び２５８１番１

大洲市若宮１４２０番地４
愛媛南部ヤクルト販売株式会社
代表取締役 谷 本 憲 一
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公 告

る費用の額の算定方法及び支払方法

� 費用の額の算定方法

基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算

� 費用の支払方法

執務費用及び実費に相当する額の範囲内における概算

払並びに監査の結果に関する報告に基づく支払

�公 告

平成１８年度において県が発注する建設工事に係る競争入札

又は随意契約の見積り（以下「競争入札等」という。）に加

わろうとする者に必要な資格（以下「資格」という。）並び

にその審査の申請（以下「申請」という。）の時期及び方法

等は、次のとおりである。

なお、既に平成１８年度の建設工事に係る資格を有する者に

ついては、この公告に基づく手続は、要しない。

平成１８年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 工事種別

� 土木一式工事

� 建築一式工事

� 大工工事

� 左官工事

� とび・土工・コンクリート工事

� 石工事

� 屋根工事

� 電気工事

	 管工事


 タイル・れんが・ブロック工事

� 鋼構造物工事

� 鉄筋工事

 舗装工事

� しゅんせつ工事

� 板金工事

� ガラス工事

� 塗装工事

� 防水工事

� 内装仕上工事

� 機械器具設置工事

� 熱絶縁工事

� 電気通信工事

� 造園工事

� さく井工事

� 建具工事

� 水道施設工事

� 消防施設工事

� 清掃施設工事

２ 建設工事に係る競争入札等に加わることができない者

� 当該競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない

者及び破産者で復権を得ない者

� 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実

のあった後２年を経過しないもの（その者を代理人、支

配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を

含む。）

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗

雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の

行為をした者

イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を

妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正

の利益を得るために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履

行することを妨げた者

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第

１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の

職務の執行を妨げた者

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後

２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支

配人その他の使用人として使用した者

３ 資格

� 競争入札等に加わることができる者は、次のいずれか

に該当する者とする。

ア 愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛

媛県告示第６０７号。以下「業者選定要領」という。）

第２条の規定による等級別格付け（以下「格付け」と

いう。）をされた者

イ 愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年

１１月愛媛県告示第１２７５号。以下「共同企業体要綱」と

いう。）第１２条第２項において例によることとされる

業者選定要領の規定による格付けをされた経常建設共

同企業体

ウ 共同企業体要綱第５条から第９条までに定める資格

要件を満たすものとして、共同企業体要綱第１１条第２

項の通知を受けた特定建設工事共同企業体（特定建設

工事共同企業体が加わることができる競争入札等の場

合に限る。）

� �の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は
、資格を有しないものとする。

ア 営業に必要な許可、認可等を得ていない者

イ 資格審査を申請する日前２年間において、振り出し

た手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停

止されている者

４ 申請の時期

新たに資格の審査を受けようとする者の申請は、執務時

間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）において、随

時受け付ける。ただし、特定建設工事共同企業体に係る申

請は、共同企業体要綱第１０条の規定による特定建設工事共

同企業体による競争入札の公告の日以後に受け付ける。

５ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法

� 請求先

県のホームページのえひめの土木

（http : //www.pref.ehime.jp/doboku/doboku 2/index.
htm）からダウンロードするか、又は別表の提出先に請
求する。

� 提出先及び提出方法

愛 媛 県 報平成１８年４月４日 第１７４８号
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別表の提出先に持参して提出するものとする。

� �及び�の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業
体に係る申請書類の請求先及び提出先は、共同企業体要

綱第１０条の規定による特定建設工事共同企業体による競

争入札の公告に定めるところによる。

６ 申請書類の作成に用いる言語及び通貨

� 申請書類の作成に用いる言語は、原則として、日本語

とすること。

� 申請書類のうち、外国語で記載したものは、日本語の

訳文を付記し、又は添付すること。

� 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によら

ず、出納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号）第１６

条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し

て記載すること。

７ 特定調達契約に係る競争入札等に加わろうとする者の取

扱い

� 特定調達契約（愛媛県の物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）第

１条に規定する特定調達契約をいう。以下同じ。）に係

る競争入札等に加わろうとする者は、申請書類を提出す

る際に、特定調達契約に係る競争入札等参加表明書（様

式第１号。以下「参加表明書」という。）を提出するこ

と。ただし、申請書類を提出した後において、特定調達

契約に係る競争入札等に加わろうとするときは、随時、

参加表明書のみを提出すること。

� 参加表明書を提出した者には、資格の審査結果を特定

調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書（様

式第２号）により通知する。

８ 資格の効力

資格は、平成１８年度の建設工事に係る競争入札等につい

て効力を有する。ただし、特定建設工事共同企業体に係る

資格は、当該特定建設工事共同企業体を結成して加わろう

とする競争入札等について効力を有する。

９ 平成１９年度及び平成２０年度の資格審査

平成１９年度及び平成２０年度の建設工事に係る競争入札等

に加わろうとする者の資格については、平成１８年９月に公

示を行う予定であるので、当該公示に基づき申請書類を提

出すること。

１０ 問い合わせ先

愛媛県土木部管理局土木管理課建設業係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号（０８９）９４１―２１１１ 内線２６４４
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別表（５関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申請者の所在地

愛媛県土木部管理局土木管理課
〒７９０―８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２
電話番号 ０８９―９４１―２１１１（内線２６４４）

県外及び測量・建設コンサル
タント等

愛媛県西条地方局四国中央土木事務所事業管理課
〒７９９―０４０４ 四国中央市三島宮川四丁目６番５３号
電話番号 ０８９６―２４―４４５５（内線２５５）

四国中央市

愛媛県西条地方局建設部管理課
〒７９３―００４２ 西条市喜多川７９６番地１
電話番号 ０８９７―５６―１３００（内線４０７）

新居浜市及び西条市

愛媛県今治地方局建設部管理課
〒７９４―００４２ 今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８―２３―２５００（内線２６２）

今治市及び越智郡

愛媛県松山地方局建設部管理課
〒７９０―８５０２ 松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９―９４１―１１１１（内線４１８）

松山市、東温市、伊予市及び
伊予郡

愛媛県松山地方局久万高原土木事務所用地管理課
〒７９１―１２０１ 上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１
電話番号 ０８９２―２１―１２１０（内線４１５）

上浮穴郡

愛媛県八幡浜地方局大洲土木事務所事業管理課
〒７９５―８５０４ 大洲市田口甲４２５番地１
電話番号 ０８９３―２４―５１２１（内線３０４）

大洲市及び喜多郡

愛媛県八幡浜地方局建設部管理課
〒７９６―００４８ 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４―２２―４１１１（内線４０６）

八幡浜市及び西宇和郡

愛媛県八幡浜地方局西予土木事務所事業管理課
〒７９７―００１５ 西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地
電話番号 ０８９４―６２―１３３１（内線２８４）

西予市

愛媛県宇和島地方局建設部管理課
〒７９８―８５１１ 宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５―２２―５２１１（内線４０７）

宇和島市及び北宇和郡

愛媛県宇和島地方局愛南土木事務所用地管理課
〒７９８―４１９４ 南宇和郡愛南町御荘平城３０４８
電話番号 ０８９５―７２―１１４５（内線２３３）

南宇和郡
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様式第１号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加表明書

特定調達契約に係る競争入札等参加表明書

年 月 日

愛媛県知事 殿

郵便番号 □□□―□□□□

主たる営業所の所在地

商号又は名称

代表者又は個人の氏名 �

電話 （ ） － 番

参加を希望する工事種別
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様式第２号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書

特定調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書

第 号

年 月 日

商号又は名称

代表者又は個人の氏名 殿

愛媛県知事 �

１ 資格の有無

工 事 種 別 資 格 の 有 無

２ 有効期間 年 月 日から 年 月 日まで
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教育委員会告示

人事委員会公告

�愛媛県教育委員会告示第４号
学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４５条の２の規定によ

る技能教育のための施設を次のとおり指定した。

平成１８年４月４日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

１ 技能教育のための施設の名称

今治高等学院

２ 連携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する

高等学校の科目

連携措置に係る科目
連携措置に係る科目に対
応する高等学校の科目

ビジネス基礎 ビジネス基礎

商品と流通 商品と流通

課題研究 課題研究

３ 指定年月日

平成１８年３月２７日

�愛媛県人事委員会公告第１号
平成１８年度愛媛県警察官（男性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験公告

平成１８年４月４日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０�
�
�
�
�

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
�愛媛県ＨＰ http：／／www．pref．ehime．jp／

愛媛県警察本部

松山市南堀端町２番地２ 〒７９０－８５７３�
�
�
�
�

電話（０８９）９３４－０１１０ 内線２６２３・２６２４

�
�
�
�
�愛媛県警察本部ＨＰ http：／／www．police.pref.ehime.jp/

愛媛県警察官（男性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験を次のとおり行います。

なお、この試験（大学卒特別募集を除く。）を受けることにより、警視庁、大阪府又は兵庫県の警察官になるみちがありま

す。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成１８年４月５日（水）から４月２５日（火）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成１８年４月６日（木）から４月１４日（金）までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び採用予定時期

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、申し込むことができる試験区分は一つに限ります。

試 験 区 分
採 用 予 定 人 員

採用予定時期
愛 媛 県 警 視 庁 大 阪 府 兵 庫 県

大 学 卒 ５６人 程 度 ３ 人 程 度 ８ 人 程 度 ３ 人 程 度 平成１９年４月１日

大 学 卒
特 別 募 集 ２４人 程 度 平成１８年１０月１日

なお、試験区分で大学卒を志望する場合は、次のことに注意してください。

� 警視庁、大阪府及び兵庫県の中から第２志望を選択することができます。なお、愛媛県以外の都府県を第１志望とする

ことはできません。

� 申込み後の志望都府県の変更はできません。

� 愛媛県の第１次試験に合格した場合、第２志望はなかったものとみなします。

３ 職務の内容

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安の維持に従事します。

４ 受験資格

� 日本の国籍を有する者
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� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

試 験 区 分 生 年 月 日 ・ 学 歴 ・ そ の 他

大 学 卒
昭和５１年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた男子で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短
期大学を除く。）若しくはこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等
を平成１９年３月末日までに卒業する見込みの者

大 学 卒
特 別 募 集

ア 昭和５１年４月２日から昭和６３年４月１日までに生まれた男子で、大学等を卒業した者又は大学等を平成１８年９月末
日までに卒業する見込みの者

イ 平成１８年１０月１日の採用に応じられる者

ただし、警視庁の受験資格（生年月日）は「昭和５１年５月１６日から昭和６０年４月１日まで」です。これに該当しない場合

は、警視庁を第２志望とすることはできません。

５ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 警察官として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験を行います。（択一式５０題、解答
時間２時間３０分）

身 体 検 査 －

警察官として職務遂行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査します。
○身 長 １６０センチメートル以上であること。
○体 重 ４７キログラム以上であること。
○胸 囲 ７８センチメートル以上であること。
○視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。
○弁色力 完全であること。
○聴 力 完全であること。
○その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ６０点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ４０点 警察官として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

体 力 検 査 －

警察官として職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、次のような検査を行います。

種 目 基 準

反復横とび ５０回以上／２０秒間

握力 ４５キログラム以上（左右の平均）

上体起こし ２５回以上／３０秒間

垂直とび ５５センチメートル以上

腕立伏臥腕屈伸 ３０回以上

２０メートルシャトルラン ６５回以上

長座体前屈 ４５センチメートル以上

適 性 検 査 － 警察官として職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 － 警察官として職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。

� 第１次試験、第２次試験の各試験、検査種目のうち、一定の基準に満たない種目がある場合には、総合得点にかかわら

ず不合格となります。なお、体力検査については、７種目中４種目以上、上記の基準に満たない種目がある場合には、総

合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛県人事

委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装を準備してください。

６ 試験日、場所及び合格発表
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区 分 試 験 区 分 試 験 日 場 所 合 格 発 表

第１次試験

大 学 卒
平成１８年５月１４日

（日曜日）
�
�
�
�

午前 教養試験��
�
�午後 身体検査

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

平成１８年５月下旬に愛媛県

庁前掲示板に掲示するほか、

合格した者に通知します。大 学 卒
特 別 募 集

第２次試験

大 学 卒

第１次試験に合格した者に通知します。

平成１８年７月中旬に愛媛県

庁前掲示板に掲示するほか、

合格した者に通知します。大 学 卒
特 別 募 集

※ 愛媛県以外の都府県の合格発表については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（男性）採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載さ

れます。

この名簿は、原則として、大学卒は平成１９年４月以降の、大学卒特別募集は平成１８年１０月以降の採用に対するものであ

り、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがっ

て、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

また、採用候補者名簿に記載されても、大学卒は平成１９年３月末日までに、大学卒特別募集は平成１８年９月末日までに

大学等を卒業できなかった場合は、採用されません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、６箇月間初任教養を受けた後、県下各警

察署に配置されます。

	 現行の警察制度では、だれでも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が

与えられ、上級の警察官への昇進のみちが開けています。

※ 愛媛県以外の都府県については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、公安職給料表１級１７

号給（現行給料月額１８５，３００円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手

当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。ただし、平成１８年度は、知事等及び職員の給与の特例に関す

る条例（平成１８年愛媛県条例第６号）第４条第１項の規定に基づき、前記給料月額の３．５％が減額されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都府県については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

９ 受験手続

申込用紙の入手
方法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、封筒の表に「警察官（男性）（大卒）請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）を

はった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。
また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷してとりだすこと

もできます。

申込方法及び受
験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務局
へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮影し
た写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメートル、横４．５センチメートル）をはって試験当日持参してください。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「警察官（男性）（大卒）申込み」又は「警察官（男性）（大卒特別募

集）申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便に
より愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。
受験票が５月８日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの電子行政サービス（電子申請システ

ム）で確認してください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署へ問い合わせてください。

１０ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

次のとおり口頭により開示を請求することができます。ただし、愛媛県を志望した受験者に限ります。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、
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合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 得点及び順位 合格発表の日から１月間
愛媛県人事委員会

事 務 局
第２次試験 第２次試験受験者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験
の試験種目別得点、総合得点及び総合順位

合格発表の日から１月間

（注）第２志望の都府県の試験結果の開示については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

�愛媛県人事委員会公告第２号
平成１８年度愛媛県警察官（女性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験公告

平成１８年４月４日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０�
�
�
�
�

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
�愛媛県ＨＰ http：／／www．pref．ehime．jp／

愛媛県警察本部

松山市南堀端町２番地２ 〒７９０－８５７３�
�
�
�
�

電話（０８９）９３４－０１１０ 内線２６２３・２６２４

�
�
�
�
�愛媛県警察本部ＨＰ http：／／www．police.pref.ehime.jp/

愛媛県警察官（女性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成１８年４月５日（水）から４月２５日（火）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成１８年４月６日（木）から４月１４日（金）までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び採用予定時期

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、申し込むことができる試験区分は一つに限ります。

試 験 区 分 採用予定人員 採用予定時期

大 学 卒 ８ 人 程 度 平成１９年４月１日

大学卒特別募集 ６ 人 程 度 平成１８年１０月１日

３ 職務の内容

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安の維持に従事します。

４ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

試 験 区 分 生 年 月 日 ・ 学 歴 ・ そ の 他

大 学 卒
昭和５１年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた女子で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短
期大学を除く。）若しくはこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等
を平成１９年３月末日までに卒業する見込みの者

大 学 卒
特 別 募 集

ア 昭和５１年４月２日から昭和６３年４月１日までに生まれた女子で、大学等を卒業した者又は大学等を平成１８年９月末
日までに卒業する見込みの者

イ 平成１８年１０月１日の採用に応じられる者

５ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。
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なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 警察官として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験を行います。（択一式５０題、解答
時間２時間３０分）

身 体 検 査 －

警察官として職務遂行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査します。
○身 長 １５５センチメートル以上であること。
○体 重 ４５キログラム以上であること。
○視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。
○弁色力 完全であること。
○聴 力 完全であること。
○その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ６０点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ４０点 警察官として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

体 力 検 査 －

警察官として職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、次のような検査を行います。

種 目 基 準

反復横とび ４０回以上／２０秒間

握力 ２５キログラム以上（左右の平均）

上体起こし １５回以上／３０秒間

垂直とび ４０センチメートル以上

腕立伏臥腕屈伸 １５回以上

２０メートルシャトルラン ３５回以上

長座体前屈 ４５センチメートル以上

適 性 検 査 － 警察官として職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 － 警察官として職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。

� 第１次試験、第２次試験の各試験、検査種目のうち、一定の基準に満たない種目がある場合には、総合得点にかかわら

ず不合格となります。なお、体力検査については、７種目中４種目以上、上記の基準に満たない種目がある場合には、総

合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛県人事

委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装を準備してください。

６ 試験日、場所及び合格発表

区 分 試 験 区 分 試 験 日 場 所 合 格 発 表

第１次試験

大 学 卒
平成１８年５月１４日

（日曜日）
�
�
�
�

午前 教養試験��
�
	午後 身体検査

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

平成１８年５月下旬に愛媛県庁

前掲示板に掲示するほか、合

格した者に通知します。大 学 卒
特 別 募 集

第２次試験

大 学 卒

第１次試験に合格した者に通知します。

平成１８年７月中旬に愛媛県庁

前掲示板に掲示するほか、合

格した者に通知します。大 学 卒
特 別 募 集

７ 合格から採用まで


 この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（女性）採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載さ

れます。

この名簿は、原則として、大学卒は平成１９年４月以降の、大学卒特別募集は平成１８年１０月以降の採用に対するものであ
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

り、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがっ

て、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

また、採用候補者名簿に記載されても、大学卒は平成１９年３月末日までに、大学卒特別募集は平成１８年９月末日までに

大学等を卒業できなかった場合は、採用されません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、６箇月間初任教養を受けた後、県下各警

察署に配置されます。

� 現行の警察制度では、だれでも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が

与えられ、上級の警察官への昇進のみちが開けています。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、公安職給料表１級１７

号給（現行給料月額１８５，３００円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手

当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。ただし、平成１８年度は、知事等及び職員の給与の特例に関す

る条例（平成１８年愛媛県条例第６号）第４条第１項の規定に基づき、前記給料月額の３．５％が減額されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

９ 受験手続

申込用紙の入手
方法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、封筒の表に「警察官（女性）（大卒）請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）を

はった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。
また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷してとりだすこと

もできます。

申込方法及び受
験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務局
へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮影し
た写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメートル、横４．５センチメートル）をはって試験当日持参してください。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「警察官（女性）（大卒）申込み」又は「警察官（女性）（大卒特別募

集）申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便に
より愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。
受験票が５月８日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの電子行政サービス（電子申請システ

ム）で確認してください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署へ問い合わせてください。

１０ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

次のとおり口頭により開示を請求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 得点及び順位 合格発表の日から１月間
愛媛県人事委員会

事 務 局
第２次試験 第２次試験受験者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験
の試験種目別得点、総合得点及び総合順位

合格発表の日から１月間

平成１８年４月４日 印刷
平成１８年４月４日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円２９２
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